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第４６９回今別町議会定例会会議録（第３号） 

                                         

 第３日（９月７日） 

                                         

 出席議員 ６名 

    １番  本 間 闘 士  君    ２番  太 田 英 一  君 

    ３番  田 中 哲 也  君    ４番  小 倉 潤 二  君 

    ５番  成 田 精 市  君    ６番  本 郷 良 克  君 

                                         

 欠席議員 １名 

    ７番  福 士 和比古  君 

                                         

 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  中 嶋 久 彰  君 

教 育 長  勝 野 義 彦  君 

教 育 課 長  佐 渡 慶 剛  君 

会 計 管 理 者 

税 務 会 計 課 長 
 川 村 一 樹  君 

参 事  岩 渕   健  君 

総 務 企 画 課 長  太 田 和 泉  君 

町 民 福 祉 課 長  山 﨑 真 直  君 

産 業 建 設 課 長  平 山 寛 哉  君 

総 務 課 長 補 佐  遠 田 剛 洋  君 

総 務 課 長 補 佐  阿 部 真紀子  君 

総 務 課 長 補 佐  相 内   譲  君 

産 業 建 設 課 長 補 佐  田 中   譲  君 

産 業 建 設 課 長 補 佐  阿 部   聖  君 

代 表 監 査 委 員  田 中 裕 文  君 

                                         

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 
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事 務 局 長  相 内   一  君 

事 務 補 助 員  平 山 良 子  君 

                                         

 議事日程 

 第１ 議案審議 
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     午前１０時００分 開議 

○議長（本郷良克君） おはようございます。 

  本会議に入る前に、傍聴される方に連絡事項があります。 

  傍聴人は次のことをお守りください。私語など会議の妨害になることは謹んでくださ

い。写真撮影、音声の録音はしないでください。携帯電話の電源はお切りください。そ

の他、会議の妨害になるような行為をした場合は、今別町議会傍聴人規則第11条の規定

により退場を命ずることがありますのでご了承願います。 

  これで連絡事項を終わります。 

  ただいまの出席議員は６名であります。よって会議を再開いたします。 

                                         

     日程第１ 議案審議 

○議長（本郷良克君） 日程に従いまして、議案審議を行います。 

  報告第１号を議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。総務課長。 

○総務企画課長（太田和泉君） 

   〔報告第１号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率について説明〕 

○議長（本郷良克君） 報告第１号を審議願います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 報告第１号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。報告第１号を原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって報告第１号は原案どおり承認されま

した。 

  報告第２号を議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。総務課長。 

○総務企画課長（太田和泉君） 

   〔報告第２号 令和２年度決算に基づく公営企業における資金不足比率について説

明〕 

○議長（本郷良克君） 報告第２号を審議願います。 

     （「なし」の声あり） 
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○議長（本郷良克君） 報告第２号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。報告第２号を原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって報告第２号は原案どおり承認されま

した。 

  議案第１号から議案第７号まで、令和２年度一般会計歳入歳出決算及び特別会計等歳

入歳出決算につき一括議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。川村課長。 

○会計管理者税務会計課長（川村一樹君） 

   〔議案第１号 令和２年度今別町一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第２

号 令和２年度今別町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認定に

ついて、議案第３号 令和２年度今別町国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

歳入歳出決算の認定について、議案第４号 令和２年度今別町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第５号 令和２年度今別町介護保険特

別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の認定について、議案第６号 令和２年度

今別町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算の認定について、

議案第７号 令和２年度今別地区簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて説明〕 

○議長（本郷良克君） 議案第１号を審議願います。 

  小倉議員。 

○４番（小倉潤二君） おはようございます。 

  私から１点だけ。今年、今観光シーズンが終わったわけなんですけれども、この47ペ

ージの海岸掃除委託料、料金はそんなに関係ないんですけれども、高野崎の下のほうに

ごみがまだ山積しております。そのごみの片づけは今年中にできるんでしょうか。 

○議長（本郷良克君） 山﨑課長。 

○町民福祉課長（山﨑真直君） この事業につきましては、秋に行うという予定になって

おります。 

○議長（本郷良克君） 小倉議員。 

○４番（小倉潤二君） それは今年ということですね。今年の秋ですね。いいです、いい

です。全て片づけると、全部。今、２か所、３か所ぐらいに山盛りになっているんです
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よね。量が半端じゃないもんで、今年中に片づけることできるんですか。 

○議長（本郷良克君） 山﨑課長。 

○町民福祉課長（山﨑真直君） 今年、全てのごみを回収することにしております。 

○議長（本郷良克君） 小倉議員。 

○４番（小倉潤二君） あのごみの量、すごいものもあります。船での片づけになると思

うんですよね。日数もかかると思います。ここ観光地なので、ごみを置いておくという

のはちょっとあれだなと思って、今質問しました。今年もまたごみの片づけ、海岸の掃

除はあるんですか。 

○議長（本郷良克君） 山﨑課長。 

○町民福祉課長（山﨑真直君） 今年も秋に行います。 

○議長（本郷良克君） 小倉議員。 

○４番（小倉潤二君） 今年のごみも処理ができると捉えていいですか。 

○議長（本郷良克君） 山﨑課長。 

○町民福祉課長（山﨑真直君） はい、そのとおりであります。（「よろしくお願いしま

す」の声あり） 

○議長（本郷良克君） ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第１号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第１号を原案どおり認定するにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第１号は原案どおり認定されました。 

  議案第２号から議案第７号まで審議願います。 

  ありませんか。太田議員。 

○２番（太田英一君） おはようございます。 

  89ページで、介護……、国民……、事業勘定のところで収入の不納欠損額と収入未済

額があるんですけれども、これは収入の少ない方、それから実質住所を置いて不在の方

も賦課の対象になっておられるかと思います。そういう方の実態調査をして、適正な不

能欠損なりなんなりを早急にやるという形で収入未済額を少なくして、実質使える予算

額を把握していただければと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（本郷良克君） 川村課長。 
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○会計管理者税務会計課長（川村一樹君） まさにそのとおりだと思いますけれども、議

員のおっしゃるとおり……。時効とか結構あるんですけれども、滞納している方のちょ

っと調べながら、賦課しない、しなければならない方もいるんですけれども、それは即

時で落としているものもありますので、結構その部分が多くて未済という形になってい

る部分がありますので、それなりのものを調査しながら進めていきたいと思っておりま

すのでよろしくお願いします。 

○議長（本郷良克君） 太田議員。 

○２番（太田英一君） 確かに業務としては住所を有するものの賦課というのが原則です

けれども、賦課して実態調査して、行政の判断で減免での不能欠損なり課税取消しなり、

そういう特別な減額なりということを可能かと思われますので、実態調査のほうに力を

入れられるのであれば実態調査のほうに力を入れて、なるべく未済額を、純粋に対応し

ている方の未済額を減らすのではなくて、将来的に徴収不能、収納不能な方を早急に処

理していただければと思います。よろしくお願いします。（「特にないです、やってい

ただければ」の声あり） 

○議長（本郷良克君） ほかにありませんか。 

  小倉議員。 

○４番（小倉潤二君） 水道のことなんですけれども、水道水ですね。毎回毎回くどいよ

うで申し訳ありませんけれども、やはりこの水道の味が、塩素の味が、たまになんです

けれどもあるんですよ、やっぱりね。朝、御飯を炊くと御飯に染みついちゃって食べら

れない、そういうときもあります。みそ汁なんかもう飲むことできません。このミネラ

ルだったらおいしいんですよ、確かに。でも塩素が強いので飲み……、御飯も食べられ

ないんですよね。これどこかでこう何かの調整できないもんでしょうか。 

○議長（本郷良克君） 平山課長。 

○産業建設課長（平山寛哉君） 塩素に関しては、当町は他の町村と比べてもかなり低い

値で維持しております。これ以上になりますと、ちょっと無理な状況もありますので、

ただし末端とか水の通りが悪いところは、極力排水等を行いながら水を循環させるよう

にいたしますのでよろしくお願いします。 

○議長（本郷良克君） 小倉議員。 

○４番（小倉潤二君） 塩素は自動で放出するようになっているんですよ。水量が多くな

れば、多分またそれに塩素が加わると思うんですよね。その調整をどこかでできないも
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んでしょうか。 

○議長（本郷良克君） 平山課長。 

○産業建設課長（平山寛哉君） 今、本元の浄水場が今別浄水場にございまして、そこで

塩素を注入しております。各海岸、山方面、大泊、山崎地区に１か所、関口地区に１か

所、二股地区に１か所ポンプ場がございます。そちらまでの配水時間等で塩素が低い、

高いに応じてそこで再度注入しておりますので、それ以外になりますと現段階ではでき

ない状況です。（「太田議員、なんかいい案ないですか」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 太田議員。 

○２番（太田英一君） ちょっと指名というか振られたのでお話ししますけれども、現在

使われている地下水というのはミネラル分というか何というか、そういうものが一応定

量です。よほどの天変地異がない限り水質の変化は少ない水源だと思います。その水質

の変化の少ない水源に定時に定量の次亜塩素を注入すると、水流が滞ると一時的に塩素

だまりができるというのが普通の水道事業では言われているところです。それを防ぐた

めに、途中、分岐点とか管末とかを定期的に掃除する、排水して掃除して塩素だまりを

なくする、そういう方法がいいと思われますので、できれば最低１か月に１回、分岐点

とか管末の排水というかそういうものを行っていただければ極端な塩素だまりができな

いと思われますので、要するに、管路管路によって使う水源が違うので、浄水場で例え

ば0.3とかそのぐらいの基準値で入れて、１キロ先で0.1とかそういう基準で多分入れて

いると思うんですけれども、0.1未満になったとしても実際は滅菌されている水なので、

その後発生するものというのは、管の接続部分の鉄さびとかそういうものだけだと思う

んですよ。なので、途中途中全ての採集口が残留塩素0.1以上なければならないというこ

ともないので、その辺、実態に合わせて排水と塩素量の調整を行えばある程度は改善で

きると思います。ただ、人力、時間かかると思われますけれども、その辺は行政のほう

で、何とか住民サービスという意味で努力していただけないものかなと思います。 

  以上です。 

○議長（本郷良克君） 平山課長。 

○産業建設課長（平山寛哉君） 今までもそのような一応排水等は行ってきたんですけれ

ども、結局末端で排水するとポンプが作動して電気代等かかりますので、ぎりぎりのラ

インで経費を抑えながら定期的に排水等、水を動かしながら努めてまいりますのでよろ

しくお願いします。 
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○議長（本郷良克君） 小倉議員。 

○４番（小倉潤二君） どうもありがとうございました。太田議員、ありがとうございま

した。 

  この塩素の臭い、味ですね、これ毎日じゃないんですよ。大体平均すると月２回、そ

のぐらいなんですけれども、そういうふうなおっしゃったとおり、大変時間がかかるこ

となんですけれども、今までどおりにやっていただきたいと思います。終わります。 

○議長（本郷良克君） ほかにありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第２号から議案第７号までの質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第２号を原案どおり認定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって議案第２号は原案どおり認定されま

した。 

  お諮りします。議案第３号を原案どおり認定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって議案第３号は原案どおり認定されま

した。 

  お諮りします。議案第４号を原案どおり認定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって議案第４号は原案どおり認定されま

した。 

  お諮りします。議案第５号を原案どおり認定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって議案第５号は原案どおり認定されま

した。 

  お諮りします。議案第６号を原案どおり認定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって議案第６号は原案どおり認定されま

した。 

  お諮りします。議案第７号を原案どおり認定することにご異議ありませんか。 
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     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。よって議案第７号は原案どおり認定されま

した。 

  議案第８号を議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。遠田総務課長補佐。 

○総務課長補佐（遠田剛洋君） 

   〔議案第８号 今別町過疎地域持続的発展計画の策定について説明〕 

○議長（本郷良克君） 議案第８号を審議願います。 

  ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第８号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第８号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第８号は原案どおり可決されました。 

  議案第９号を議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。川村課長。 

○会計管理者税務会計課長（川村一樹君） 

   〔議案第９号 今別町過疎地域の持続的発展における固定資産税の特別措置に関す

る条例の制定について説明〕 

○議長（本郷良克君） 議案第９号を審議願います。 

  ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第９号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第９号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第９号は原案どおり可決されました。 

  議案第10号を議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。山﨑課長。 

○町民福祉課長（山﨑真直君） 

   〔議案第10号 今別町手数料条例の一部を改正する条例について説明〕 
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○議長（本郷良克君） 議案第10号を審議願います。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第10号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第10号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第10号は原案どおり可決されました。 

○議長（本郷良克君） 暫時休憩します。お昼休憩にします。開会は１時から。 

     午前１１時１１分 休憩 

                                         

     午後 １時００分 再開 

                                         

○議長（本郷良克君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。 

  議案第11号から議案第17号までは、令和３年度今別町一般会計補正予算及び特別会計

補正予算につき一括議題に供します。 

  事務当局の説明を求めます。総務課長。 

○総務企画課長（太田和泉君） 

   〔議案第11号 令和３年度今別町一般会計補正予算（第３号）説明〕 

○議長（本郷良克君） 山﨑課長。 

○町民福祉課長（山﨑真直君） 

   〔議案第12号 令和３年度今別町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

２号）、議案第13号 令和３年度今別町国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

補正予算（第３号）、議案第14号 令和３年度今別町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）、議案第15号 令和３年度今別町介護保険特別会計（保険事業

勘定）補正予算（第２号）、議案第16号 令和３年度今別町介護保険特別会計（介

護サービス事業勘定）補正予算（第１号）説明〕 

○議長（本郷良克君） 平山課長。 

○産業建設課長（平山寛哉君） 

   〔議案第17号 令和３年度今別地区簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）説明〕 

○議長（本郷良克君） 議案第11号を審議願います。 

  本間議員。 
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○１番（本間闘士君） ７ページの歳入のところなんですけれども、先ほど総務課長のほ

うから総務管理費補助金として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の使

用用途や概要を説明されましたが、水道の減免料のほかに何と言ったかちょっと聞き取

れなかったので、もう一度説明していただいてもよろしいですか。 

○議長（本郷良克君） 総務課長。 

○総務企画課長（太田和泉君） 水道減免料のほかに、各施設のトイレ改修等に今回この

臨時交付金のほうを充当しているところでございます。 

○議長（本郷良克君） 本間議員。 

○１番（本間闘士君） 続けての質問になって大変申し訳ないのですが、39ページ土木費

のところにあります道路維持補修工事、先ほど場所を二股等というお話でしたが、そこ

をもう一度お話ししていただいてもよろしいですか。 

○議長（本郷良克君） 平山課長。 

○産業建設課長（平山寛哉君） 今回整備する２か所は、旧二股小学校グラウンド横の砂

利敷きを舗装、あとは八幡町地区の国道に面したバス停があるんですけれども、その裏

に土側溝、水路、側溝が整備されていない部分がありますので、そこを整備する予定で

す。（「分かりました」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 田中議員。 

○３番（田中哲也君） 35ページです。いつもの倍プレミアム商品券発行なんですけれど

も、これはいつ頃を予定しているのか。秋なのか、年末年始に向けてなのか、いつ頃を

検討しているのかお願いいたします。 

○議長（本郷良克君） 平山課長。 

○産業建設課長（平山寛哉君） 今準備を進めておりますけれども、例年どおり10月後半

から11月の始めに一応予定しております。 

○議長（本郷良克君） 田中議員。 

○３番（田中哲也君） 分かりました。期限は、例えば何か月とかはどのようになります

か。 

○議長（本郷良克君） 平山課長。 

○産業建設課長（平山寛哉君） 期限のほうは毎年１月末、年明けの１月末を、１月、１

月ですね、もう少し延ばしていただきたいというようなお声もありますので、ちょっと

そこはできる、できないは別としても、協議してその辺決めてまいりたいと思っており
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ます。 

○議長（本郷良克君） 田中議員。 

○３番（田中哲也君） 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（本郷良克君） 本間議員。 

○１番（本間闘士君） 43ページです。備品購入費として、東京2020オリンピック聖火リ

レー関連アイテム購入事業とありますので、その部分について説明を伺います。 

○議長（本郷良克君） 佐渡課長。 

○教育課長（佐渡慶剛君） これはですね、聖火リレーのトーチ、それから聖火リレーラ

ンナーのユニフォーム上下１セット、それからトーチを展示するためのクリアケースと

いいますかそういうもの、それからユニフォームを展示する額を一応考えております。

これはここの地区がランナーの走る地区に指定されたものですから、購入できるという

ものです。 

○議長（本郷良克君） 本間議員。 

○１番（本間闘士君） 分かりました。それの展示場所はどちらになりますか。 

○議長（本郷良克君） 佐渡課長。 

○教育課長（佐渡慶剛君） 今のところ公民館を予定しています。 

○議長（本郷良克君） 本間議員。 

○１番（本間闘士君） 分かりました。 

  続けて質問よろしいですか。 

  同ページ43ページにあります体育施設費として、施設管理委託料127万1,000円が計上

されています。こちらの説明を伺います。 

○議長（本郷良克君） 佐渡課長。 

○教育課長（佐渡慶剛君） これにつきましては、いまべつ総合体育館を指定管理してお

ります。指定管理の管理料の中に消費税分が含まれてあったんですけれども、申し訳あ

りませんけれども、消費税分を計上するのを忘れたということです。（「分かりました」

の声あり） 

○議長（本郷良克君） ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第11号の質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第11号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 
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     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第11号は原案どおり可決されました。 

  議案第12号から議案第17号まで審議願います。 

  ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 議案第12号から議案第17号までの質疑を打ち切ります。 

  お諮りします。議案第12号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第12号は原案どおり可決されました。 

  お諮りします。議案第13号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第13号は原案どおり可決されました。 

  お諮りします。議案第14号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第14号は原案どおり可決されました。 

  お諮りします。議案第15号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第15号は原案どおり可決されました。 

  お諮りします。議案第16号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第16号は原案どおり可決されました。 

  お諮りします。議案第17号を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議なしと認めます。議案第17号は原案どおり可決されました。 

  陳情、意見書及び要請付託の件を議題といたします。 

  産業建設常任委員長並びに総務文教常任委員長の報告を求めます。 

  田中哲也議員。 

○産業建設常任委員長（田中哲也君） 産業建設常任委員会から報告があります。 

  まず１点目は、去る７月19日に町内視察を行ってきました。２か所行ってきました。

１つ目は漁協内です。ナマコ人工採取から５年の歳月が経ちましたので、現状がどのよ
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うになっているのか確認と、今後の漁業資源を育てるための説明を漁協組合長から説明

を受けてきました。 

  また、現在工事をしている大川平地区ほ場整備の進捗状況も確認してきました。ここ

最近天気がずっと続いているので工事のほうは順調かと思われますが、今後天候次第で

はどのようになるか不安を抱えながら視察してきました。 

  意見書の報告です。産業建設常任委員会で、本定例会において付託された意見書につ

いて報告いたします。９月６日産業建設常任委員会を開催し審査したところ、意見書受

理番号１号の豪雪地帯対策特別措置法改正に関する意見書の提出についてに関しまして

は採択と決定しました。 

  以上、付託されたことについて報告いたします。 

○議長（本郷良克君） 成田委員長。 

○総務文教常任委員長（成田精市君） 総務文教委員会から報告します。 

  総務文教常任委員会に、本定例会において付託された陳情、意見書、要請の３件の案

件について報告いたします。 

  ９月６日、総務文教常任委員会を開催し審査したところ、陳情受理番号２号の辺野古

新基地の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転の国民的議論を行い、憲法に基づき

公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情に関しては資料配付と

決定いたしました。 

  また、意見書受理番号２号のコロナ禍による厳しい財政状況に対し地方財政の充実を

求める意見書の提出については、これに関しては採択を決定しました。 

  要請受理番号１号の人道的見地から、沖縄防衛局による沖縄本島南部から埋め立て用

土砂採取計画の断念を国に要望したことに関しては資料配付と決定しました。 

  以上、付託された３件について報告いたします。 

○議長（本郷良克君） 陳情受理番号２号は委員長報告のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議ないものと認めます。陳情受理番号２号は委員長報告のとお

り決定いたします。 

  意見書受理番号１号は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 
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○議長（本郷良克君） 異議ないものと認めます。意見書受理番号１号は委員長報告のと

おり決定いたします。 

  意見書受理番号２号は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議ないものと認めます。意見書受理番号２号は委員長報告のと

おり決定いたします。 

  陳情受理番号１号は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議のないものと認めます。陳情受理番号１号は委員長報告のと

おり決定いたしました。 

  次に、田中哲也ほか５名及び成田精市ほか５名から議員提出議案が提出されています。

これを日程に追加し、議題にしたいと思いますがご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議のないものと認めます。よって議員提出議案を日程に追加し

議題とすることに決定いたしました。 

  議員提出議案第１号を議題に供します。 

  提出者の説明を求めます。田中哲也君。 

○３番（田中哲也君） 

   〔議員提出議案第１号 豪雪地帯対策特別措置法改正に関する意見書について説明〕 

○議長（本郷良克君） 質問ありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） お諮りします。議員提出議案第１号を原案どおり採択することに

ご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議のないものと認めます。議員提出議案第１号は原案どおり採

択されました。 

  議員提出議案第２号を議題に供します。 

  提出者の説明を求めます。成田議員。 

○５番（成田精市君） 

   〔議員提出議案第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方財源の充実を
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求める意見書について説明〕 

○議長（本郷良克君） 質問ありますか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） お諮りします。議員提出議案第２号を原案どおり採択することに

ご異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

○議長（本郷良克君） 異議のないものと認めます。議員提出議案第２号は原案どおり可

決されました。 

  これをもって本議会に付託された案件は全て議了したので、第469回定例会を閉会いた

します。 

  どうもお疲れさまです。 

     午後１時４６分 閉会 
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会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。 

 

            今別町議会議長  

 

 

            署名議員  番  

 

 

            署名議員  番  

 


